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１．【経営成績・財政状態の概況】 
（1）【経営成績】 

①当期の経営成績 

当連結会計年度の損益状況につきましては、以下のとおりであります。

経常収益は、株式等売却益及び貸倒引当金戻入益等の増加を主因として、前期比46億17百万円増加の994億41百万円となりました。

経常費用は、外貨の資金調達コスト及び国債等債券売却損の増加を主因として、前期比９億 22百万円増加の 787億 89百万円となりまし

た。 

以上の結果、経常利益は前期比 36億 95百万円増益の 206億 51百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益につき

ましては、前期比22億48百万円増益の137億76百万円となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

・銀行業 

第四銀行では、預金は期中1,519億円増加し、期末残高は4兆6,413億円となりました。貸出金は期中910億円増加し、期末残

高は3兆2,461億円となりました。有価証券は期中42億円減少し、期末残高は1兆7,586億円となりました。 

損益状況につきましては、経常収益は前期比43億円増加し、785億38百万円、セグメント利益（経常利益）は前期比34億27

百万円増益の186億58百万円となりました。 

・リース業 

リース業の収益面につきましては、経常収益は前期比４億31百万円減少し、172億49百万円、セグメント利益（経常利益）は前

期比１億24百万円減益の８億19百万円となりました。 

・証券業 

証券業の収益面につきましては、経常収益は前期比５億84百万円増加し、37億51百万円、セグメント利益（経常利益）は前期比

４億38百万円増益の10億77百万円となりました。 

②今後の見通し 

平成31年3月期の業績につきましては連結経常利益は178億円、親会社株主に帰属する当期純利益は116億円を見込んでおります。 

また、当行単体では経常利益は151億円、当期純利益は109億円を見込んでおります。 

業績予想の前提として、国内金利については横ばいで推移するものと見込んでおります。また、単体のネット信用コスト（一般貸倒引当金

繰入額＋不良債権処理額－償却債権取立益）は、通期で5億円を想定しております。 

なお、上記の業績予想は、本資料の発表時において入手可能な情報に基づき作成したものであり、当行としてその実現を約束する趣旨

のものではありません。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想数値と異なる結果となることがあります。 

（2）【財政状態】 

預金につきましては、期中1,513 億円増加し、期末残高は4兆6,267億円となりました。貸出金につきましては、期中933億円増加し、期

末残高は3兆2,360億円となりました。有価証券につきましては、期中33億円減少し、期末残高は1兆7,625億円となりました。 

連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加額が減少したことなどから前期比281億

円増加し、1,780億円の流入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が増加したことなどから前期比

167億円減少し、46億円の流出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出が増加したことなどから前期

比４億円減少の47億円の流出となりました。 

この結果、現金及び現金同等物は期中1,686億円増加して、期末残高は7,738億円となりました。 

（3）【利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当】 

当行では、銀行業の公共性に鑑み、将来にわたって株主各位に報いていくために、収益基盤の強化に向けた内部留保の充実を考慮し

つつ、安定的な株主還元を継続することを基本方針としております。具体的には、配当金と自己株式取得合計の株主還元率４０％を目処と

しております。 

当期の配当につきましては、資本増強とバランスをとりながら継続的な株主還元を実施するという基本方針のもと、期末配当を 1 株当たり

45円といたしました。なお、中間配当につきましては、平成 29年 10月 1日付の株式併合（普通株式 10株を１株に併合）前の基準となるた

め、１株当たり4円50銭とさせていただきました。 

また、平成30年10月１日を予定している株式会社北越銀行との経営統合により、当行の株式は新設する持株会社の株式に移行いたし

ますので、当行が株主の皆さまに実施する剰余金の配当は、平成 3１年３月期の中間配当が最後となります。平成 3１年３月期の中間配当

につきましては、１株当たり45円を予定しております。 

なお、持株会社で実施する平成 31 年３月期の期末配当につきましては、現段階で未定ですが、経営統合後も株主の皆さまへの適切な

利益還元を基本として、業績を踏まえつつ長期安定配当に努めていく方針です。持株会社による配当予定額は開示が可能となり次第、速

やかに公表いたします。 

２．【会計基準の選択に関する基本的な考え方】 

当行グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準を適用しております。 

なお、IFRS適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。 
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(5) 【連結財務諸表に関する注記事項】 

（継続企業の前提に関する注記） 

当連結会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） 

該当事項はありません。 

（セグメント情報） 

１ 報告セグメントの概要 

   当行グループは当行及び連結子会社７社で構成され、銀行業務を中心に、リース業務、証券業務など金融サービスに係る事業を行っており、

当行の取締役会において定期的にグループ内の会社別の財務情報を報告しております。 

   したがいまして、当行グループは、当行をはじめ各連結子会社別のセグメントから構成されておりますが、全セグメントの経常収益の概ね８割を

占める「銀行業」のほか、重要性を鑑み「リース業」「証券業」の3つを報告セグメントとしております。 

 「銀行業」は、当行本支店において、預金業務及び貸出業務を中心に、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、公共債・投資信

託・保険の窓販業務等を行っており、グループの中核業務と位置づけております。 

   「リース業」は、連結子会社の第四リース株式会社であり、総合リース業務を行っております。 

   「証券業」は、連結子会社の第四証券株式会社であり、証券業務を行っております。 

２ 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

   報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表の作成方針と同一であり、セグメント間の内部取引は実際の取引額に基づ

いております。 

３ 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  当連結会計年度（自 平成29年4月1日   至 平成30年3月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
その他 合計 調整額 

連結財務諸表

計上額 銀行業 リース業 証券業 計 

経常収益 

外部顧客に対する経常収益 

セグメント間の内部経常収益 

76,719 

1,819 

16,791 

458 

3,746 

4 

97,257 

2,282 

2,773 

1,686 

100,030 

3,969 

△589 

△3,969 

99,441 

― 

計 78,538 17,249 3,751 99,539 4,460 103,999 △4,558 99,441 

セグメント利益 18,658 819 1,077 20,555 1,333 21,889 △1,237 20,651 

セグメント資産 5,916,232 49,679 21,425 5,987,337 23,340 6,010,678 △53,090 5,957,587 

セグメント負債 5,608,364 36,295 8,966 5,653,626 12,846 5,666,473 △45,012 5,621,461 

その他の項目 

 減価償却費 3,560 279 34 3,874 23 3,897 32 3,930 

 資金運用収益 49,513 148 195 49,857 302 50,159 △1,168 48,991 

 資金調達費用 4,735 143 6 4,885 6 4,892 △108 4,784 

 有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
1,404 386 18 1,809 52 1,862 14 1,876 

 （注）１．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収

益計上額との差異について記載しております。 

 ２.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業務、クレジットカード業務等を含んでおります。 

 ３．調整額は、次のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額△1,237百万円は、セグメント間取引消去等であります。 

(2) セグメント資産の調整額△53,090百万円は、セグメント間取引消去等であります。 

(3) セグメント負債の調整額△45,012百万円は、セグメント間取引消去等であります。 

(4) 減価償却費の調整額 32 百万円は、主としてリース業以外のセグメントにおいてリース業セグメントとの契約により取得したリース物

件に係る減価償却費の調整額であります。 

(5) 資金運用収益の調整額△1,168百万円は、セグメント間取引消去であります。 

(6) 資金調達費用の調整額△108百万円は、セグメント間取引消去であります。 

(7) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 14 百万円は、主としてリース業以外のセグメントにおいてリース業セグメント

との契約により取得したリース物件取得額であります。 

 ４．セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 
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（関連情報） 

当連結会計年度（自 平成29年4月1日   至 平成30年3月31日） 

１ サービスごとの情報 

（単位：百万円） 

貸出業務 有価証券投資業務 リース業務 その他 合計 

外部顧客に対する

経常収益 
34,170 25,711 16,643 22,915 99,441 

（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。 

２ 地域ごとの情報 

(１) 経常収益 

当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

(２) 有形固定資産 

当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

３ 主要な顧客ごとの情報 

   特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。 

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報） 

    当連結会計年度（自 平成29年4月1日   至 平成30年3月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
その他 合計 

銀行業 リース業 証券業 計 

減損損失 10 ― ― 10 ― 10 

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報） 

  該当事項はありません。 

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報） 

  該当事項はありません。 

   (１株当たり情報) 
前連結会計年度 

(自 平成28年4月1日 
至 平成29年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年4月1日 
至 平成30年3月31日) 

１株当たり純資産額 9,102円89銭 9,454円80銭 

１株当たり当期純利益金額 336円63銭 407円22銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 335円07銭 405円26銭 

 （注）１． １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

前連結会計年度 

平成29年3月31日 

当連結会計年度 

平成30年3月31日 
純資産の部の合計額（百万円） 326,142 336,126 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 16,040 16,812 

（うち新株予約権） 498 554 

（うち非支配株主持分） 15,542 16,258 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 310,101 319,313 

１株当たり純資産額の算定に 

用いられた期末の普通株式の数（千株） 
34,066 33,772 

（注）株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末株

式数の計算において控除する自己株式に含めております。 

１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数 

前連結会計年度  163千株、当連結会計年度  110千株 
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２． １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

前連結会計年度 
(自 平成28年4月1日 
至 平成29年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年4月1日 
至 平成30年3月31日) 

１株当たり当期純利益金額 

親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 11,527 13,776 

普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ― 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当

期純利益 
百万円 11,527 13,776 

普通株式の期中平均株式数 千株 34,242 33,829 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

親会社株主に帰属する当期純利益調整額 百万円 ― ― 

普通株式増加数 千株 159 163 

うち新株予約権 千株 159 163 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

― ― 

（注）１ 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、１株当たり当期純利益金額及び潜

在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお

ります。 

１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期

中平均株式数 

前連結会計年度  194千株、当連結会計年度  136千株 

２ 平成29年10月1日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施したことから、1株当たり純資産額、1株

当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、前連結会計年度の期首に当

該株式併合が行われたと仮定して算定しております。 

（企業結合等関係） 

追加情報 

当行と株式会社北越銀行との経営統合について 

当行と株式会社北越銀行（取締役頭取 佐藤勝弥、以下「北越銀行」といい、当行と北越銀行を総称して「両行」といいます。）は、平成 30

年３月 23 日に開催したそれぞれの取締役会において、両行の株主総会の承認及び関係当局の許認可等が得られることを前提として、共

同株式移転の方式により平成 30年 10月１日をもって両行の完全親会社となる「株式会社第四北越フィナンシャルグループ」（以下「共同持

株会社」といいます。）を設立すること（以下「本株式移転」といいます。）、並びに共同持株会社の概要及び本株式移転の条件等について

決議し、同日、両行間で経営統合契約書を締結いたしました。 

また、平成30年５月11日開催の両行の取締役会において決議のうえ、本株式移転に係る株式移転計画書を共同で作成いたしました。 

１．本株式移転による経営統合の目的 

(１) 経営統合の経緯・目的 

 当行と北越銀行は、明治初期から今日に至るまでの長きにわたり、ともに新潟県に本店を置く地方銀行として、地域の皆様に支えら

れながら、地方銀行としての役割・使命を果たすことで、確固たる経営基盤を構築してまいりました。 

 しかしながら、人口減少等の影響により、将来的には預金・貸出の規模が縮小することが見込まれるほか、我が国での金融緩和政策

の長期化に伴って、今後は貸出業務における利鞘や有価証券運用収益の減少がさらに進むと予想されます。このように、両行を取り

巻く経営環境は、今後ますます厳しいものとなることが予想され、より盤石な経営基盤の確立が両行の共通した経営課題となっており

ます。 

 加えて、フィンテックに代表される金融・IT 融合やデジタライゼーションの動きが進展する中で、金融サービスの IT 化をはじめとする

顧客の新たなニーズへの機動的な対応や、更なる付加価値の創成が重要な課題のひとつとなっているほか、新潟県においても地元

企業による海外進出や海外企業との取引が増加する中で、海外での事業展開ノウハウの提供を含むグローバルな視点でのコンサル

ティング機能の拡充も求められております。 

 両行は従来、新潟県との地方創生に係る包括連携協定の締結や協調融資の組成等を通じて、地域の発展という共通目的に向けて

協力するとともに、現金輸送車の共同運行といった業務の効率化等に係る連携も図ってまいりましたが、両行の置かれている経営環

境の変化及び顧客ニーズの多様化等を踏まえると、長きにわたり信頼関係を築いてきた両行が経営統合を行い、それぞれの強みを

活かして共通の経営課題に対処することが、地方銀行としての役割・使命を今後も永続的に果たすことに繋がり、ひいては両行の株

主、お客様及び地域の皆様に最も貢献できるとの判断に至りました。両行は、本株式移転による共同持株会社の設立及び共同持株

会社のもとでの将来的な両行の合併を基本方針とする経営統合（以下「本経営統合」といいます。）に向け協議・検討を進めていくこと

について平成29年４月５日付で基本合意し、本株式移転による共同持株会社の成立日（本株式移転の効力発生日）を平成30年10

月１日（予定）とすることとしておりましたが、平成 30年３月 23日、両行が「対等の精神」に則り本経営統合を行うことについて最終的な

合意に至りました。 
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(２) 本株式移転の方法、本株式移転に係る割当ての内容 

①株式移転の方法 

両行を株式移転完全子会社、新規に設立する共同持株会社を株式移転完全親会社とする共同株式移転となります。 

②本株式移転に係る割当ての内容

会社名 第四銀行 北越銀行 

株式移転比率 １ ０．５ 

（注１）株式の割当比率 

当行の普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式１株を、北越銀行の普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株

式0.5株を割当交付いたします。なお、共同持株会社の単元株式数は100株とする予定です。 

本株式移転により、両行の株主に交付しなければならない共同持株会社の普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場合

には、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し１株に満たない端数部分に応じた金額をお支払いいたしま

す。 

なお、上記株式移転比率は、株式移転計画書の作成後、本株式移転の効力発生日までの間において、株式移転比率に重大

な影響を与える事由が新たに発見された場合又は当該事由が生じた場合等においては、両行で協議のうえ、変更することがありま

す。 

（注２）共同持株会社が交付する新株式数（予定） 

普通株式：45,876,355株 

上記は、当行の平成30年3月31日時点における普通株式の発行済株式総数（34,625,347株）及び北越銀行の平成30年3月

31 日時点における普通株式の発行済株式総数（24,514,280 株）を前提として算出しております。但し、共同持株会社が両行の発行

済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）までに、それぞれが所有する自己株式（但し、当行の所有す

る自己株式については、当行の信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）に係る第四銀行職員持株会専用信託の信託財

産であるもの（所有名義「野村信託銀行株式会社（第四銀行職員持株会専用信託口）」）を除きます。以下同じです。）の全部を消

却する予定であるため、当行の平成 30年 3月 31日時点における自己株式数（742,205株）及び北越銀行の平成 30年 3月 31日

時点における自己株式数（527,854株）は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、当行又は北越銀

行の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、両行の平成30年3月31日時点における自己株式数が基準時までに変

動した場合は、共同持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。 

（注３）単元未満株式の取扱い 

本株式移転により、１単元（100 株）未満の共同持株会社の普通株式（以下「単元未満株式」といいます。）の割当てを受ける両行

の株主の皆様につきましては、その所有する単元未満株式を東京証券取引所その他の金融商品取引所において売却することは

できません。そのような単元未満株式を所有することとなる株主の皆様は、会社法第 192 条第１項の規定に基づき、共同持株会社

に対し、自己の所有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、会社法第 194条第１項及び共同持株会社

の定款に定める予定の規定に基づき、共同持株会社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株

式を売り渡すことを請求することも可能とする予定です。 

(３) 本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

本株式移転に際し、当行及び北越銀行がそれぞれ発行している各新株予約権については、当該新株予約権の内容及び株式移

転比率を踏まえ、基準時における各新株予約権者に対し、その所有する各新株予約権に代わる共同持株会社の新株予約権を割

当交付いたします。なお、両行は、新株予約権付社債を発行しておりません。 

２．本株式移転の日程 

平成30年３月23日（金） 本経営統合契約書の締結に係る取締役会決議 

本経営統合契約書の締結（両行） 

平成30年３月31日（土） 定時株主総会に係る基準日（両行） 

平成30年５月11日（金） 本株式移転計画書の作成に係る取締役会決議 

本株式移転計画書の作成（両行） 

平成30年６月26日（火）（予定） 定時株主総会開催（本株式移転計画の承認決議）（両行） 

平成30年９月26日（水）（予定） 東京証券取引所上場廃止日（両行） 

平成30年10月１日（月）（予定） 共同持株会社の成立日（本株式移転の効力発生日） 

共同持株会社の株式上場日 

(注) 今後手続を進める中で、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、両行で協議のうえ、日程を変更す

る場合があります。 

３．本株式移転の当事会社の概要（平成30年３月末時点） 

名 称 株式会社第四銀行 株式会社北越銀行 

所 在 地 新潟県新潟市中央区東堀前通七番町 

1071番地１ 

新潟県長岡市大手通二丁目 

２番地14 

代表者の役職・氏名 取締役頭取 並木 富士雄 取締役頭取 佐藤 勝弥 

事 業 内 容 銀行業 銀行業 

資 本 金 32,776百万円 24,538百万円 

創 立 年 月 日 明治６年11月２日 明治11年12月20日 

発 行 済 株 式 数 34,625,347株 24,514,280株 

決 算 期 ３月31日 ３月31日 
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４．本株式移転により新たに設立する会社 

商 号 
株式会社 第四北越フィナンシャルグループ 

（英文表示：Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.） 

本 店 所 在 地 新潟県長岡市大手通二丁目２番地14 

主な本社機能所在地 新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地１ 

資 本 金 30,000百万円 

決 算 期 ３月31日 

５．本株式移転に伴う会計処理の概要 

本株式移転に伴う会計処理は、企業結合に関する会計基準における取得に該当し、パーチェス法が適用される見込みです。また、

本株式移転により発生するのれん（又は負ののれん）の金額に関しては、現段階では未定です。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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  （注） 「その他利益剰余金」について合計額により記載しておりますが、その内訳は次のとおりであります。 

   前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） 

当事業年度期首残高 当事業年度中の変動額 当事業年度末残高 

固定資産圧縮積立金 691百万円 △18百万円 673百万円 

別途積立金 140,334百万円 7,000百万円 147,334百万円 

繰越利益剰余金 23,655百万円 △2,752百万円 20,903百万円 

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） 

当事業年度期首残高 当事業年度中の変動額 当事業年度末残高 

固定資産圧縮積立金 673百万円 △16百万円 656百万円 

別途積立金 147,334百万円 7,000百万円 154,334百万円 

繰越利益剰余金 20,903百万円 3,412百万円 24,316百万円 

(4) 【財務諸表に関する注記事項】 

  （継続企業の前提に関する注記） 

  当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） 

 該当事項はありません。 

５．【その他】 

【役員の異動】 

１．代表取締役の異動 

（１）役職位の異動 

平成30年6月26日開催予定の第207期定時株主総会後の取締役会において選任の予定 

取締役副頭取（代表取締役）  長谷川 聡   （現  専務取締役 （代表取締役）） 

専務取締役（代表取締役）  渡邉 卓也   （現  常務取締役） 

（２）退任予定取締役 

平成30年6月26日開催予定の第207期定時株主総会をもって退任の予定 

取締役副頭取（代表取締役）  佐々木 広介 

（平成30年6月27日付で第四リース株式会社の代表取締役会長に就任の予定） 

２．その他の役員異動 

（１）監査等委員でない取締役 

（ⅰ）役職位の異動 

平成30年6月26日開催予定の第207期定時株主総会後の取締役会において選任の予定 

常務取締役         殖栗 道郎 （現  取締役兼執行役員 グループ戦略企画部長） 

（ⅱ）新任取締役候補 

平成30年6月26日開催予定の第207期定時株主総会にはかられる新任の取締役候補者 

常務取締役      進藤 博    （現  執行役員  上越ブロック営業本部長 高田営業部長兼本町出張所長） 

取締役兼執行役員 柴田 憲    （現  総合企画部長） 

（ⅲ）退任予定取締役 

平成30年6月26日開催予定の第207期定時株主総会をもって退任の予定 

常務取締役         宮沢 啓嗣 

（平成30年6月26日付で一般財団法人新潟経済社会リサーチセンターの理事長に就任の予定） 

常務取締役         大沼 公成  

（平成30年6月27日付で第四証券株式会社の代表取締役社長に就任の予定） 

（２）監査等委員である取締役 

（ⅰ）新任取締役候補 

平成30年6月26日開催予定の第207期定時株主総会にはかられる新任の取締役候補者 

監査等委員                                宮本 信秋  （現  執行役員 コンサルティング推進部長） 

監査等委員（社外取締役）       藤倉 勝明  （現  東北電力株式会社  執行役員  火力原子力本部燃料部長） 
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（ⅱ）退任予定取締役 

平成30年6月26日開催予定の第207期定時株主総会をもって退任の予定 

監査等委員                               田中 信也  

（平成30年6月27日付で株式会社エヌ・シー・エスの代表取締役社長に就任の予定） 

監査等委員（社外取締役）      佐々木 隆志 

（参考） 

平成30年6月26日に就任予定の執行役員 

執行役員      堀 岳彦      （現  白山支店長） 

執行役員      坂井 克敏  （現  東京支店長） 

執行役員      小林 俊之  （現  事務統括部長） 

執行役員      牧 利幸      （現  三条支店長兼三条東支店長） 
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